
- 1 - 

令和５年９月 

令和６年度浜松市立中学校の通学区域制度の弾力的運用について 

教育委員会では、一定の条件のもとで入学する中学校を変更することができる「通学区域制度の

弾力的運用」を市内全域において実施します。 

１ 目的                                      

（１） 学校の特色に応じて入学したい学校を希望できることで、子供一人ひとりが自己をより良く

成長させる機会とします。 

（２） 子供が自ら希望した学校でいきいきと学ぶことで、学校の特色づくりと活性化を図ります。 

２ 対象者                                    

浜松市内在住の令和６年度中学校入学予定児童 

３ 希望できる中学校                                 

「指定校の通学区域と境界を接する中学校（以下「隣接校」という。）」から１校を希望できます。 

希望できる中学校は別表（５ページ）のとおりです。 

※「隣接校」選択範囲の例

C中学校区

A中学校区 B中学校区

指定校区 D中学校区

自宅

指定校
D中学校

C中学校

A中学校 B中学校

○

○

○
○

×

【重要】小学校において学区外就学をしている児童について 

・希望できる中学校は、自宅を基準とした隣接校です。 

・学区外就学をしている小学校と同じ地区の中学校への入学を希望する場合は、「継続」による 

学区外就学を希望できます。（１１月頃に在籍する小学校を通してご案内します。） 

４ 受入不可能校                                   

次の中学校については、本来の通学区域からの入学予定生徒数、他学年の生徒・学級数、 

施設の規模等を考慮し、この要件による学区外就学を希望することができません。 

 受入不可能校  三方原中、浜名中 

Ａ中学校  ×希望できません 

（境界を接していないため） 

Ｂ中学校 

Ｃ中学校  〇希望できます 

Ｄ中学校 

指定校     申請は必要ありません 
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５ 受入可能生徒数、抽選                              

本来の通学区域からの入学予定生徒数、他学年の生徒・学級数、施設の規模等を考慮して、 

受入可能生徒数（以下「定員」という。）を決定します。この要件における各中学校の定員は 

下表のとおりです。学級数は、想定される令和６年度の 1年生の学級数（見込み）です。 

申請人数が定員を上回った中学校については、公開抽選で入学を認める者を決定します。 

抽選を行う場合は、抽選会場、開催日時等を教育委員会が定め、令和５年１２月末までに該当者に 

通知します。 

※中部中、庄内中及び引佐北部中は小中一貫校のため、別の案内をご覧ください。

行政区 中学校名 学級数 定員

西部中 4 5名程度

南部中 5 10名程度

北部中 4 20名程度

中部中

八幡中 3 20名程度

曳馬中 6 10名程度

江西中 3 5名程度

蜆塚中 3 20名程度

高台中 6 10名程度

開成中 5 20名程度

佐鳴台中 2 15名程度

富塚中 4 10名程度

天竜中 5 5名程度

与進中 6 5名程度

笠井中 4 5名程度

積志中 6 15名程度

丸塚中 5 10名程度

中郡中 4 5名程度

神久呂中 3 5名程度

入野中 6 10名程度

湖東中 5 10名程度

篠原中 3 10名程度

庄内中

舞阪中 3 5名程度

雄踏中 3 20名程度

東部中 5 30名程度

新津中 3 20名程度

南陽中 4 30名程度

江南中 1 30名程度

東陽中 3 30名程度

可美中 3 25名程度

北星中 6 5名程度

都田中 2 5名程度

三方原中

細江中 4 10名程度

引佐南部中 2 5名程度

引佐北部中

三ヶ日中 3 15名程度

浜名中

北浜中 6 10名程度

浜北北部中 6 20名程度

麁玉中 3 10名程度

北浜東部中 4 5名程度

清竜中 2 10名程度

光が丘中 2 10名程度

春野中 1 10名程度

水窪中 1 5名程度

佐久間中 1 5名程度

南区

北区

小中一貫校

浜北区

天竜区

受入不可

受入不可

西区

小中一貫校

中区

小中一貫校

東区
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６ 留意事項 ※必ずお読みください                             

(１)対象となるお子さんはもとより、在学中のお子さんやご家族の意見を十分確認してください。 

(２)学区外就学を申請できる学校は、原則１校です。 

(３)通学については、校長が定める規則を守り、保護者の負担と責任で安全を確保してください。 

(４)入学する中学校の学校行事等の各種活動については、進んで協力してください。 

(５)居住する地域の自治会等の活動には、入学する中学校の違いに係わらず積極的に参加して 

ください。 

(６)学区外就学許可基準に当てはまらない、もしくは満たさないと教育委員会が判断した場合の 

入学する中学校は指定校です。 

(７)学区外就学許可を受けて入学した場合、原則として1年間は中学校を変更することはできません。 

(８)申請人数が定員を上回った中学校については、公開抽選で入学を認める者を決定します。 

抽選に漏れた場合の入学する中学校は指定校です。 

７ 申請期間・場所、受付時間、持ち物                        

（１）申請期間 

令和５年１０月１６日（月）から令和５年１１月３０日（木）まで【期間厳守】 

※国立、県立、私立中学校への進学を優先に考えている方も申請期間内に申請してください。 

（２）申請場所 

在籍する小学校  ※児童の安全のため、車両での来校はご遠慮ください。

（３）受付時間 

平日の午前９時から午後４時まで 

（４）持ち物 

   ・通学区域制度の弾力的運用による入学申請書（中学校） 

※様式は、市ホームページからダウンロードすることができます。 

また、教育委員会教育支援課及び在籍する小学校でも配付します。 

８ 転居/転入予定先で「通学区域制度の弾力的運用」を希望する場合             

次のいずれかに当てはまり、転居/転入予定先で「通学区域制度の弾力的運用」を希望する場合は、

申請期間内に申請することができます。 

・令和５年１２月から令和６年３月までに「市内で転居」または「市内に転入」する場合 

・令和６年４月から令和７年３月までに「市内で転居」する予定がある場合 

（１）申請場所   

教育委員会教育支援課  ※受付時間は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

（２）持ち物 

①通学区域制度の弾力的運用による入学申請書（中学校） 

②建築確認申請書及び建築確認済証、不動産売買契約書、建物賃貸借契約書など 

※入学までに転居/転入（住民票異動）する場合は、②の提出は不要です。 

※②は、完成予定日や入居可能日が令和６年４月から令和７年３月までのものに限ります。 

申請期間内に提出することが難しい場合は、遅くとも令和６年３月までに提出してください。 

期日までに提出できない場合は、希望校への入学の決定は無効になります。 
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９ 結果の通知                                  

令和６年１月下旬に保護者に通知します。 

結果についての個別のお問い合わせは、ご遠慮いただきますようお願いします。 

結果 
浜松市立小学校に 

在籍する児童 

浜松市立以外の小学校に 

在籍する児童 

許可 

（希望校へ

入学） 

自宅に希望校への「入学通知書」を 

送付します。 

また、在籍する小学校を通して「学区

外就学許可通知」をお渡しします。 

自宅に希望校への「入学通知書」、

「学区外就学許可通知」を送付 

します。 

不許可 

（指定校へ

入学） 

自宅に指定校への「入学通知書」を 

送付します。 

また、在籍する小学校を通して「学区

外就学不許可通知」をお渡しします。 

自宅に指定校への「入学通知書」、

「学区外就学不許可通知書」を 

送付します。 

１０ 申請・決定の取り消し                             

入学する前に、希望する中学校への入学を認めることができる範囲外へ転居または市外へ転出 

した場合は、この申請・決定を取り消します。 

１１ 問合せ先                                    

浜松市教育委員会 教育支援課 就学グループ 

所在地：〒430-0929 浜松市中区中央一丁目２番１号 イーステージ浜松オフィス棟７階 

電  話：０５３－４５７－２４０６  

E-mail：sogo@city.hamamatsu-szo.ed.jp 

駐車場：ＯＧＵＲＩパーキングⅠまたはⅡ（駐車券を持参してください。） 

浜松市ホームページ  通学区域制度の弾力的運用  検索  



西部 中部 ※ 江西 蜆塚 入野 佐鳴台 可美
南部 東部 中部 ※ 八幡 新津 江西 南陽 江南 東陽
北部 中部 ※ 蜆塚 高台 富塚
中部 西部 南部 北部 八幡 曳馬 江西 蜆塚 高台
八幡 東部 南部 中部 ※ 曳馬 丸塚
曳馬 中部 ※ 八幡 与進 積志 丸塚 高台
江西 西部 南部 中部 ※ 新津 可美
蜆塚　 西部 北部 中部 ※ 佐鳴台 富塚
高台 北部 中部 ※ 曳馬 北星 積志 開成 富塚
開成 北星 神久呂 湖東 高台 三方原 富塚
佐鳴台 西部 蜆塚 入野 富塚
富塚 北部 蜆塚 神久呂 高台 開成 入野 佐鳴台
天竜　　 東部 与進 笠井 丸塚
与進 曳馬 天竜 笠井 積志 丸塚 中郡
笠井 天竜 与進 中郡 北浜 北浜東部

積志 曳馬 与進 北星 高台 中郡 三方原 都田 浜名
丸塚 東部 八幡 曳馬 天竜 与進
中郡 与進 笠井 積志 浜名 北浜
神久呂 入野 湖東 開成 富塚 庄内 ※ 雄踏
入野 西部 神久呂 篠原 佐鳴台 富塚 可美 雄踏
湖東 神久呂 庄内 ※ 開成 三方原 雄踏 細江
篠原 新津 入野 可美 庄内 ※ 舞阪 雄踏
庄内 神久呂 湖東 篠原 舞阪 雄踏 細江
舞阪 篠原 庄内 ※ 雄踏
雄踏 神久呂 入野 湖東 篠原 庄内 ※ 舞阪
東部 南部 八幡 天竜 南陽 丸塚 東陽
新津 南部 江西 篠原 江南 可美
南陽 東部 南部 東陽
江南 南部 新津 東陽
東陽 東部 南部 南陽 江南
可美 西部 新津 江西 入野 篠原
北星 積志 高台 開成 三方原 都田
都田 北星 積志 三方原 浜名 麁玉 細江 引佐南部

三方原 北星 都田 積志 湖東 開成 浜名 細江
細江 都田 湖東 庄内 ※ 三方原 引佐南部 三ヶ日
引佐南部 都田 麁玉 細江 三ヶ日 引佐北部 ※

引佐北部 清竜 引佐南部

三ヶ日 細江 引佐南部

浜名 都田 積志 中郡 三方原 北浜 麁玉
北浜 笠井 中郡 浜名 麁玉 北浜東部

浜北北部 麁玉 北浜東部 清竜
麁玉 都田 浜名 北浜 浜北北部 北浜東部 清竜 引佐南部

北浜東部 笠井 北浜 浜北北部  麁玉
清竜 浜北北部 麁玉 光が丘 佐久間 引佐北部 ※

光が丘 清竜 春野 佐久間
春野 光が丘 水窪 佐久間
水窪 春野 佐久間
佐久間 清竜 光が丘 春野 水窪

は小中一貫校のため、別の案内をご覧ください。

行政区
指定

中学校名 （ 　　　　　　は受入不可能校です。）

隣接中学校一覧表

弾力的運用により希望できる範囲

※ 中部中、庄内中及び引佐北部中

北区

浜北区

天竜区

中区

東区

西区

南区

学校名

別表
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小学校記入欄 教育委員会記入欄 宛名№ 許可番号 

学校番号  指

定

中

学校番号  希

望

中

学校番号  

学齢番号 学齢番号  学齢番号  

令和  年  月  日  

（あて先）浜松市教育委員会 

保護者氏名                   

通学区域制度の弾力的運用による入学申請書（中学校）

下記のことについて同意のうえ、申請します。 

記 

○この申請については、子供の意志を十分に尊重し、家族の合意を得ています。 

○受入の決定については、教育委員会の決定方法に従います。 

○通学については校長が定める規則を守り、保護者の負担と責任で安全を確保します。 

○希望校における学校行事等の各種活動については、進んで協力します。 

○居住する地域の自治会等の活動には、入学する中学校の違いに係わらず積極的に参加します。 

○許可を受けて入学した場合は、原則として１年間は学校の変更を申し出ることはありません。 

ふ り が な  生 年 月 日 

入 学 予 定 

生 徒 氏 名 
平成  年  月  日 

保護者氏名 
子供との 
続 柄 

現 住 所 

(住民登録地) 

浜松市   区 

転居/転入 

予定先住所 

（転居/転入先で通学区域制度の弾力的運用を希望する場合のみ記入してください。）

浜松市   区 

令和  年  月頃 転居/転入予定

連 絡 先 （自宅）    －      （携帯）   －     － 

指 定 校 名 浜松市立     中学校 
入学希望 

学 校 名 
浜松市立     中学校 

以下のアンケートにご協力をお願いします。 

希望した理由は？（該当するものに○を付けて下さい。複数回答可） 

 ア 通学の距離や時間の短縮  イ 部活動の種類  ウ 学校の特色・雰囲気 

 エ 学校の施設・設備の状況  オ 友人関係    カ 兄姉が３年生または卒業生 

キ その他（                                    ） 

自署（保護者本人が書いてください。） 

記入例

浜山　学

５ １０ ××

申請期間【期間厳守】

令和５年１０月１６日（月）から
令和５年１１月３０日（木）まで

浜山　一郎

浜山　学

はまやま　いちろう

父

２３ １０ １

〇〇町１１－１　△△マンション　２０１号室

中

転居/転入予定先で弾力を希望する場合に記入してください。

４５× ×××× ０９０ ×××× ××××

浜松第１ 浜松第３

〇 〇

こちらは記入不要です。



小学校記入欄 教育委員会記入欄 宛名№ 許可番号 

学校番号  指

定

中

学校番号  希

望

中

学校番号  

学齢番号 学齢番号  学齢番号  

令和  年  月  日  

（あて先）浜松市教育委員会 

保護者氏名                   

通学区域制度の弾力的運用による入学申請書（中学校）

下記のことについて同意のうえ、申請します。 

記 

○この申請については、子供の意志を十分に尊重し、家族の合意を得ています。 

○受入の決定については、教育委員会の決定方法に従います。 

○通学については校長が定める規則を守り、保護者の負担と責任で安全を確保します。 

○希望校における学校行事等の各種活動については、進んで協力します。 

○居住する地域の自治会等の活動には、入学する中学校の違いに係わらず積極的に参加します。 

○許可を受けて入学した場合は、原則として１年間は学校の変更を申し出ることはありません。 

ふ り が な  生 年 月 日 

入 学 予 定 

生 徒 氏 名 
平成  年  月  日 

保護者氏名 
子供との 
続 柄 

現 住 所 

(住民登録地) 

浜松市   区 

転居/転入 

予定先住所 

（転居/転入先で通学区域制度の弾力的運用を希望する場合のみ記入してください。）

浜松市   区 

令和  年  月頃 転居/転入予定

連 絡 先 （自宅）    －      （携帯）   －     － 

指 定 校 名 浜松市立     中学校 
入学希望 

学 校 名 
浜松市立     中学校 

以下のアンケートにご協力をお願いします。 

希望した理由は？（該当するものに○を付けて下さい。複数回答可） 

 ア 通学の距離や時間の短縮  イ 部活動の種類  ウ 学校の特色・雰囲気 

 エ 学校の施設・設備の状況  オ 友人関係    カ 兄姉が３年生または卒業生 

キ その他（                                    ） 

自署（保護者本人が書いてください。） 


